
農業振興課☎89 2182問合せ毎月19日と第３日曜日は「のしろ食育デー」
６月は１９日㈮と２１日㈰です。「地元食材を通じて能代を知り、地産地消を進めよう」

国
家
公
務
員

税
務
職
員
採
用
試
験

（
高
卒
程
度
）を
行
い
ま
す

対
象

・
４
月
１
日
現
在
で
高
校
卒
業
後

３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
方
や

令
和
３
年
３
月
ま
で
に
高
校
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
方

・
人
事
院
が
右
記
の
方
に
準
ず
る

と
認
め
た
方

第
１
次
試
験
日　

９
月
６
日
㈰

申
し
込
み　

６
月
22
日
㈪
～
７
月

１
日
㈬
の
間
に
国
家
公
務
員
試

験
採
用
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
（https://

w
w
w
.jinji.go.jp/saiyo/

saiyo.htm
l

）
か
ら
申
し
込
み

問
合
せ　

仙
台
国
税
局
人
事
第
二

課
試
験
研
修
係

　

☎
０
２
２
・
２
６
３
・
１
１
１
１

　

人
事
院
東
北
事
務
局

　

☎
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２
２
・
２
２
１
・
２
０
２
２

充
実
し
た
高
齢
期
を
過
ご
す
た
め

秋
田
Ｌ
Ｌ
大
学
園
の

受
講
生
を
募
集
し
ま
す

日
時　

６
月
24
日
、
７
月
29
日
、

８
月
26
日
、
９
月
23
日
、
10
月

14
日
、
11
月
25
日
、
12
月
16
日

　
（
水
曜
開
催
全
７
回
）

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時
40
分

場
所　

中
央
公
民
館
・
勤
労
青
少

年
ホ
ー
ム

対
象　

60
歳
以
上
の
方

定
員　

30
人

費
用　

３
５
０
０
円

申
し
込
み　

６
月
15
日
㈪
ま
で
に

　

電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で

問
合
せ　
秋
田
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
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８
・
８
２
４
・
２
８
８
８

　

０
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８
・
８
６
４
・
２
７
４
２

６
月
１
日
㈪
か
ら

能
代
バ
ス
ケ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

　

６
月
１
日
㈪
か
ら
能
代
バ
ス
ケ

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
柳
町
に
移
転

し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し

ま
す
。
展
示
資
料
も
充
実
し
ま
し

た
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ

さ
い
。
車
で
お
越
し
の
方
は
、
市

役
所
駐
車
場
の
ほ
か
イ
オ
ン
駐
車

場
や
柳
町
有
料
駐
車
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

移
転
後
の
住
所

　

能
代
市
柳
町
５
番
20
号

問
合
せ　
能
代
バ
ス
ケ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

☎
88
・
８
８
７
６

働
き
方
改
革
に
関
す
る

出
張
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

助
成
金
や
労
務
管
理
全
般
の
相

談
に
社
会
保
険
労
務
士
が
無
料
で

対
応
し
ま
す
。

日
時　

５
月
27
日
㈬
、
６
月
24
日

　

㈬
、
７
月
22
日
㈬
、
８
月
26
日

４月分市長交際費　　総務課☎ 89-2112

※支出対象などは、市のホームページ（市長室）でご覧いた
だけます。

区　分 項　目 件数 金　額

弔　慰
弔祭料 2   30,000円
供　花 1   20,000円

死亡広告 2   27,500円
計 5   77,500円

県営芝童森住宅入居者募集
　詳しくは、県山本地域振興局建設部建築課および
県北秋田地域振興局建設部建築課に備える「申込の
しおり」をご覧ください。
　「申込のしおり」は県ホームページ（https://www.
pref.akita.lg.jp/pages/archive/17601）からもダウン
ロードできます。
募集住宅　　３ＤＫ…３戸　　

所在地　字寿域長根41−3
入居資格
・住宅に困っていることが明らかなこと
・世帯の所得が基準以下であること
・連帯保証人（１人）がいること　など
敷金　　家賃の３カ月分
申し込み　６月１日㈪～ 10日㈬に県北秋田地域振興

局建設部建築課へ
抽選　６月12日㈮午前11時～（県北秋田地域振興局）　
問合せ　県北秋田地域振興局建設部建築課
　　　　☎0186−63−2531

　

㈬
、
９
月
23
日
㈬

　

午
後
１
時
～
４
時

※
相
談
は
原
則
１
回
１
時
間
以
内

場
所　
市
役
所
本
庁
舎
２
階
相
談
室

申
し
込
み　

電
話
や
メ
ー
ル（aki

ta2@
akita-sr.or.jp

）
で

雇
用
調
整
助
成
金
の
無
料
電
話

相
談
も
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
休
業
を
検
討
し
て
い
る

事
業
主
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
合
せ　

秋
田
働
き
方
改
革
推
進

　

支
援
セ
ン
タ
ー

　

7
０
１
２
０
・
６
９
５
・７
８
３

※
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
の
間

受
付

労
働
保
険

年
度
更
新
の
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く

　

労
働
保
険
の
保
険
料
は
、
前
年

度
の
確
定
保
険
料
と
当
年
度
の
概

算
保
険
料
を
併
せ
て
年
度
更
新
期

間
内
に
事
業
主
が
申
告
・
納
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
期
間
は
６
月
１
日
㈪

～
７
月
10
日
㈮
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
各
事
業
主
に
送
付

さ
れ
る
資
料
や
秋
田
県
労
働
局
、

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

労
働
保
険
の
手
続
き
は

電
子
申
請
が
便
利
で
す

　

電
子
申
請
は
「
電
子
政
府
の
総

合
窓
口
（
ｅ
－
Ｇ
ｏ
ｖ
）」（htt

ps://w
w
w
.e-gov.go.jp/

）
か
ら

24
時
間
い
つ
で
も
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
納
付
は
口
座

振
替
や
電
子
納
付
が
便
利
で
す
の

で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
電
子
申
請
の
利
用
に
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
か
電
子
証
明
書
の
取

得
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　

能
代
労
働
基
準
監
督
署

☎
52
・
６
１
５
１
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